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木 更 津 市 



 

令和５年９月市議会定例会議案目録 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第７０号 専決処分の承認を求めることについて 総 務 部 １ 

議案第７１号 令和５年度木更津市一般会計補正予算（第５号） 財 務 部 別冊 

議案第７２号 
令和５年度木更津市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
市 民 部 別冊 

議案第７３号 
令和５年度木更津市介護保険特別会計補正予算（第

１号） 
福 祉 部 別冊 

議案第７４号 
令和５年度木更津市公設地方卸売市場特別会計補正

予算（第１号） 
経 済 部 別冊 

議案第７５号 令和４年度木更津市歳入歳出決算の認定について 財 務 部 ３ 

議案第７６号 木更津市教育委員会委員の任命について 総 務 部 ４ 

議案第７７号 木更津市公平委員会委員の選任について 総 務 部 ５ 

議案第７８号 
木更津市固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 
総 務 部 ６ 

議案第７９号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ７ 

議案第８０号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ８ 

議案第８１号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ９ 

議案第８２号 
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
市 長 公 室 １０ 

議案第８３号 
木更津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
市 民 部 １１ 

議案第８４号 
木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定

について 
消 防 本 部 １２ 



 

議案第８５号 
令和５年度木更津市下水道事業会計補正予算（第１

号） 
都 市 整 備 部 別冊 

議案第８６号 令和４年度木更津市下水道事業決算の認定について 都 市 整 備 部 １４ 

 



 

議案第７０号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  令和５年８月２４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和５年千

葉県条例第２１号）の施行に伴い、手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を改正

する必要が生じ、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認めたため、同条例の一部を改正する条例を令和５年７月１０日に専決処分したので報告し、承

認を求めようとするものである。 



 

 

 

専決第７号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和５年７月１０日専決処分 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第３０号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項の規定

による宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査の項中「宅地造成及び特定盛土等規制法 

（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（ 

令和４年法律第５５号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる同法に

よる改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号。次項において「旧法」という。）

第８条第１項」に改め、同表宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項の規定による宅地造

成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査の項中「宅地造成及び特定盛土等規制法第

１６条第１項」を「旧法第１２条第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第７５号 

令和４年度木更津市歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、次の令和４年度木更

津市歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

令和５年８月２４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

   令和４年度木更津市歳入歳出決算 

１ 木更津市一般会計歳入歳出決算 

２ 木更津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

３ 木更津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

４ 木更津市介護保険特別会計歳入歳出決算 

５ 木更津市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算 

 

   附属書類 

１ 令和４年度各会計歳入歳出決算事項別明細書 

２ 令和４年度各会計実質収支に関する調書 

３ 財産に関する調書 

４ 令和４年度決算に係る主要施策成果説明書 

５ 令和４年度基金運用状況調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和４年度木更津市歳入歳出決算の認定を受けようとするものである。 



議案第７６号 

   木更津市教育委員会委員の任命について 

 木更津市教育委員会の委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□□□□□□ 中 島  緑 □□□□□□□□□ 

令和５年８月２４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市教育委員会委員中島緑氏の任期満了に伴い、同氏を再度任命しようとするものである。 



議案第７７号 

   木更津市公平委員会委員の選任について 

 木更津市公平委員会の委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□□□□ 露 﨑  和 夫 □□□□□□□□□□ 

令和５年８月２４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市公平委員会委員露﨑和夫氏の任期満了に伴い、同氏を再度選任しようとするものであ

る。 



議案第７８号 

   木更津市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 木更津市固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□□□□□ 渡 邉  秀 孝 □□□□□□□□□ 

令和５年８月２４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市固定資産評価審査委員会委員小川雅義氏の任期満了に伴い、新たに渡邉秀孝氏を選任

しようとするものである。 



議案第７９号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

□□□□□□□□□□ 関 口  明 □□□□□□□□□□ 

令和５年８月２４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員関口明氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があったので、

同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるものである。 



議案第８０号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

□□□□□□□□□□□□□□□ 𠮷 田  和 義 □□□□□□□□□□ 

令和５年８月２４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員について、委員候補者の推薦依頼があったので、𠮷田和義氏を新

たに委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるものである。 



議案第８１号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日  

□□□□□□□□□□□□□□ 石 井  渓 □□□□□□□□□□ 

令和５年８月２４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員浜名泰氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があったので、

石井渓氏を後任の委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもの

である。 



議案第８２号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和５年８月２４日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

木更津市下水

汚泥堆肥化施

設整備事業者

選定委員会 

木更津市下水汚泥堆

肥化施設整備事業の

事業者を選定するた

め調査、審議するこ

と。 

委員長 

副委員長 

委員 

 

１ 学識経験者 

２ 関係行政機関の職 

 員 

３ 市の職員 

７人以内 ２年 

附 則 

 この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業者選定委員会を設置するため、関係条文の整備をしよう

とするものである。 



議案第８３号 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和５年８月２４日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例 

木更津市印鑑条例（昭和４７年木更津市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第２項中「）第２２条第７項」を「。以下「公的個人認証法」という。）第２２条第 

１項」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、 

「個人番号カード」の次に「又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４

項第２号ロに規定する移動端末設備（公的個人認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設 

備用利用者証明用電子証明書が記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）」

を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。ただし、第１４条第２項の改正規定（「）第２２条第７項」を「。以下「公的個人認証法」

という。）第２２条第１項」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明

用電子証明書」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の施

行に伴い、スマートフォンに搭載された移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して印鑑

登録証明書を取得できるようにする等のため、関係条文の整備をしようとするものである。 



議案第８４号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和５年８月２４日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例 

木更津市火災予防条例（昭和３７年木更津市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあつては、」を削る。 

第１１条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は、雨水等」に改める。 

第１３条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワット時

を超え２０キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関

する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等に

より容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄

電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。 

第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業

者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並び

に消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあ

つては、建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、

又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 

第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項第４号」に改める。 

第４４条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除

く。）」を加える。 

別表第３厨房設備の項気体燃料の目の次に次のように加える。 

固体

燃料 

不燃

以外 

木炭を燃料とするも

の 

炭火焼き 

器 

― 100 50 50 50 

 

 不燃 木炭を燃料とするも 炭火焼き ― 80 30 ― 30  



  の 器       

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力と 

する発電設備及びこの条例による改正後の木更津市火災予防条例（以下「新条例」という。）

第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げるものを除く。）（以下この項にお

いて「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のう

ち、新条例第１１条第１項第３号の２（新条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条第３項、

第１２条第２項及び第３項並びに第１３条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）

の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１３条第１項に規

定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第１３条第１項の規定に適合

しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この

条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して２年を経過する

日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用

しない。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和５年総務省令第４８号）

の施行等に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 



議案第８６号 

   令和４年度木更津市下水道事業決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年度木更

津市下水道事業決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  令和５年８月２４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

   決算書類 

１ 決算報告書 

２ 損益計算書 

３ 剰余金計算書 

４ 剰余金処分計算書 

５ 貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和４年度木更津市下水道事業決算の認定を受けようとするものである。 




